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教
育
へ
の
不
当
な
支
配
…
…
休
校
、
学
校
統
廃
合
…
…

「
教
育
の
住
民
自
治
」で 

子
ど
も
と
地
域
を
守
ろ
う

特 集

宮
城
　
登

大
阪
市
学
校
園
教
職
員
組
合
執
行
委
員
長

一
斉
休
校
は「
人
災
」

　

感
染
症
の
拡
大
は
、
地
域
的
不
均
等
性
が
あ

り
、
全
国
一
律
の
感
染
対
策
は
非
科
学
的
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
２
０
２
０
年
２
月
末
全

国
一
斉
休
校
と
な
り
ま
し
た
。
休
校
に
よ
っ

て
、
食
事
に
事
欠
く
家
庭
な
ど
、﹁
経
済
格
差

が
、
休
校
の
前
と
後
で
積
み
重
な
り
、
家
庭
間

格
差
は
確
実
に
広
が
っ
て
し
ま
っ
た
⋮
⋮
一
斉

休
校
は
、
家
庭
の
事
情
に
対
す
る
行
政
の
無
配

慮
か
ら
生
じ
た
﹃
人
災
﹄
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

被
害
者
は
﹃
学
校
に
行
か
な
い
﹄
と
い
う
道
し

か
な
か
っ
た
子
ど
も
た
ち
﹂
と
、
阿
部
彩
東
京

都
立
大
教
授
が
指
摘
し
ま
し
た
。

　

学
校
保
健
安
全
法
第
20
条
︵
臨
時
休
業
︶
は
、

﹁
学
校
の
設
置
者
は
、
感
染
症
の
予
防
上
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
に
、
学
校
の
全
部
又
は

一
部
の
休
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
規
定

し
、
休
校
措
置
の
権
限
は
安
倍
晋
三
首
相
に
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
全
国
の
ほ
と
ん
ど
の

自
治
体
が
従
い
ま
し
た
︵
大
阪
市
の
場
合
は
、

松
井
一
郎
市
長
は
首
相
の
数
時
間
前
に
大
阪
市

立
学
校
の
休
校
を
宣
言
し
て
お
り
、
突
撃
隊
の

役
割
を
こ
こ
で
も
果
た
し
て
い
ま
す
︶。

　

ま
た
、
卒
業
式
や
入
学
式
と
い
う
学
校
行
事

︵
教
育
課
程
︶
は
、
教
育
委
員
会
の
職
務
権
限

︵
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
︶
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
大
阪
市
立
小

中
学
校
の
入
学
式
実
施
を
教
育
長
が
通
知
し
た

数
時
間
後
に
市
長
が
中
止
を
決
定
し
、
当
日
正

門
で
知
っ
た
保
護
者
が
出
る
な
ど
混
乱
を
も
た

ら
す
事
態
と
な
り
ま
し
た
。
児
童
・
生
徒
、
教

職
員
へ
の
フ
ェ
ー
ス
シ
ー
ル
ド
や
雨
合
羽
の
押

し
つ
け
に
は
呆
れ
ま
す
。

　

改
悪
さ
れ
た
教
育
基
本
法
で
さ
え
﹁
教
育

は
、
不
当
な
支
配
に
服
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の

法
律
及
び
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
教
育
行
政
は
、

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
適
切
な
役
割
分
担
及

び
相
互
の
協
力
の
下
、
公
正
か
つ
適
正
に
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵
第
16
条
︶
と
規
定

し
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
教
育
活
動
に
介

入
す
る
法
律
違
反
が
公
然
と
行
わ
れ
、
問
題
と

さ
れ
な
い
こ
と
に
憤
り
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は

い
き
ま
せ
ん
︵﹁
戦
後
教
育
の
出
発
点
、
一
般

行
政
か
ら
の
独
立
が
危
な
い
﹂﹃
お
お
さ
か
の

住
民
と
自
治
﹄
２
０
１
４
年
8
月
拙
稿
参
照
︶。

「
適
正
規
模
」、
廃
校
は
議
会
で
決
め

る
べ
き
こ
と
で
は
な
い

　

橋
下
徹
市
長
︵
当
時
︶
は
就
任
直
後
の
２
０

１
２
年
１
月
、
市
立
小
学
校
の
３
分
の
１
を
統
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特集●いま、大阪府市に問われるもの

廃
合
す
る
再
編
プ
ラ
ン
の
作
成
を
指
示
し
ま
し

た
。
大
阪
市
・
生
野
区
は
、
再
編
素
案
︵
２
０

１
３
年
︶、
方
針
︵
２
０
１
４
年
︶、
教
育
特
区

構
想
︵
２
０
１
５
年
︶、
生
野
区
西
部
地
域
学

校
再
編
整
備
計
画
︵
２
０
１
６
年
︶
を
公
表
し
、

保
護
者
や
住
民
と
の
合
意
形
成
も
な
く
区
西
部

の
１
中
８
小
を
統
合
し
て
一
貫
校
に
再
編
し
、

小
学
校
を
12
校
か
ら
４
校
に
削
減
す
る
案
を
公

表
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
住
民
の
反
対
運
動
で

計
画
が
進
ま
な
い
も
と
で
、
２
０
２
０
年
２
月

に
小
学
校
つ
ぶ
し
条
例
︵
大
阪
市
立
学
校
活
性

化
条
例
一
部
改
正
︶
を
強
行
し
ま
し
た
。

　

市
議
会
が
条
例
で
﹁
適
正
規
模
﹂、
学
校
統

廃
合
の
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
自
体
、
国

内
で
前
例
が
な
く
教
育
条
理
的
に
あ
り
得
な
い

こ
と
で
す
。
学
校
の
﹁
適
正
規
模
﹂
は
あ
く
ま

で
も
教
育
行
政
が
判
断
す
る
べ
き
﹁
教
育
的
事

項
﹂
で
あ
り
、
市
議
会
が
政
治
的
に
決
定
す
る

事
柄
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
阪
市
の
事
態
は
、

教
育
委
員
会
も
共
犯
的
で
、
ひ
ど
い
内
容
の

﹁
適
正
規
模
の
確
保
に
関
す
る
規
則
﹂
を
制
定

し
て
お
り
、
区
別
が
し
に
く
い
で
す
が
、﹁
条

例
﹂
化
は
市
側
に
よ
る
教
育
行
政
へ
の
﹁
不
当

な
支
配
︵
教
育
基
本
法
16
条
︶﹂
に
該
当
す
る

も
の
で
す
︵
よ
く
す
る
会
パ
ン
フ
山
本
由
美
和

光
大
教
授
の
論
稿
参
照
︶。

「
教
育
の
住
民
自
治
」を
大
阪
か
ら

　

公
有
地
の
民
間
活
用
と
教
育
予
算
減
︵
教
職

員
減
︶
を
目
的
と
す
る
学
校
統
廃
合
を
、
維
新

市
政
は
市
民
の
中
に
分
断
を
待
ち
こ
む
こ
と
で

強
行
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
小
中

一
貫
教
育︵
校
︶の
幻
想
、﹁
小
規
模
校
で
は
子

ど
も
が
か
わ
い
そ
う
﹂
と
の
俗
論
を
流
布
し
、

統
廃
合
は
仕
方
が
な
い
こ
と
と
思
わ
せ
る
。
二

つ
は
、
子
育
て
世
代
と
、
登
校
時
に
﹁
見
守

り
﹂
活
動
を
し
、
振
興
町
会
で
地
域
を
支
え
て

い
る
﹁
高
齢
者
﹂
を
分
断
す
る
。
生
野
区
長
は

﹁
町
会
長
が
84
歳
だ
か
ら
、
若
い
世
代
に
市
・

区
の
方
針
が
伝
わ
ら
な
い
﹂
と
大
阪
市
議
会
で

発
言
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る

﹁
分
散
登
校
﹂︵
少
人
数
学
級
︶
で
、
不
登
校
児

童
・
生
徒
が
登
校
す
る
な
ど
の
変
化
に
、
小
規

模
校
の
良
さ
に
つ
い
て
の
認
識
が
高
ま
り
ま
し

た
。
生
野
区
長
の
発
言
は
問
題
と
な
り
、
町
会

長
会
議
の
場
で
謝
罪
さ
せ
、
追
及
は
続
い
て
い

ま
す
︵
区
長
は
市
教
委
事
務
局
分
掌
規
則
で
区

担
当
教
育
次
長
。
橋
下
徹
氏
が
﹁
必
ず
こ
れ
は

教
育
行
政
の
中
に
政
治
が
不
当
介
入
し
て
き
た

と
い
う
話
に
必
ず
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
ね
、
政

治
と
い
う
の
は
悪
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
﹂
と
市

長
会
見
で
述
べ
た
制
度
︶。

　

大
阪
市
を
よ
く
す
る
会
は
﹁
教
室
を
さ
ら
に

﹃
密
﹄
に
す
る
学
校
統
廃
合
を
考
え
る
﹂﹁
コ
ロ

ナ
危
機
の
も
と
で
の
﹃
学
校
の
新
し
い
生
活
様

式
﹄
は
20
人
以
下
学
級
﹂︵
両
面
が
表
紙
、
16

ペ
ー
ジ
︶
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
大
量
に
作
成

し
、
各
区
で
地
域
諸
組
織
へ
の
申
し
入
れ
、
懇

談
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

い
ま
大
切
な
こ
と
は
、
財
務
省
、
総
務
省
、

下
請
け
文
科
省
な
ど
に
よ
る
国
総
が
か
り
の
学

校
統
廃
合
を
許
さ
ず
、
教
育
は
地
域
の
住
民
が

作
り
上
げ
て
い
く
も
の
。﹁
教
育
の
住
民
自
治
﹂

を
発
展
さ
せ
、
地
域
の
民
主
主
義
を
守
る
市
民

の
共
同
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
で
す
。
上
か

ら
の
統
治
機
構
改
革
︵
大
阪
市
解
体
＝
都
構

想
︶
を
許
さ
ず
、﹁
教
育
の
住
民
自
治
﹂
を
さ

ら
に
発
展
さ
せ
、
子
ど
も
と
地
域
を
守
る
こ
と

で
す
。
そ
の
取
り
組
み
は
、
維
新
の
会
の
大
阪

市
解
体
を
許
さ
な
い
た
た
か
い
の
重
要
な
部
分

を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
、﹁
住
民
投

票
﹂
を
許
さ
な
い
、
強
行
さ
れ
る
な
ら
必
ず
勝

利
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
の
文
章
を
閉
じ
た

い
と
思
い
ま
す
。


